
24
時
間
３
６
５
日
、
納
付
書
の

再
発
行
が
申
請
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

対
象　
市
県
民
税（
森
林
環
境
税

を
含
む（
普
通
徴
収
・
特
別
徴
収
））・

法
人
市
民
税
・
固
定
資
産
税（
都

市
計
画
税
を
含
む
）・
軽
自
動
車

税（
種
別
割
）・
国
民
健
康
保
険

税（
普
通
徴
収
）・
介
護
保
険
料

（
普
通
徴
収
）・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料（
普
通
徴
収
）

申
請
方
法　
ふ
じ
お
か
電
子
申
請

受
付
シ
ス
テ
ム（
下
記

２
次
元
コ
ー
ド
を
読
み

取
り
）で
再
発
行
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ　
納
税
相
談
課（
☎

40
２
８
３
１
）

　
サ
ー
ビ
ス
終
了
に
伴
い
、
４
月

23
日
㈬
を
も
っ
て
L
I
N
E
P
a

y
で
市
税
な
ど
の
納
付
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

対
象　
市
県
民
税（
森
林
環
境
税

を
含
む
）・
固
定
資
産
税（
都
市

計
画
税
を
含
む
）・
軽
自
動
車
税
・

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
上
下

水
道
料
金
・
学
校
給
食
費

問
い
合
わ
せ　
▽
市
税
・
保
険
料

の
納
付
＝
納
税
相
談
課（
☎
40
２

８
３
０
）▽
上
下
水
道
料
金
の
納

付
＝
経
営
課（
☎
40
２
８
１
４
）

▽
学
校
給
食
費
の
納
付
＝
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー（
☎
㉓
８
９
９
８
）

　
（
一
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
の

一
環
と
し
て
、
宝
く
じ
の
収
益
金

を
財
源
に
自
治
会
や
消
防
団
な
ど

へ
の
助
成
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
、
助
成
事
業
を
活
用

し
、
藤
岡
市
消
防
団
の
本
団
お
よ

び
各
分
団
へ
ポ
ー
タ
ブ
ル
電
源
を

整
備
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ　
地
域
安
全
課（
☎

㉒
７
４
４
４
）

　
新
入
社
員
に
社
会
人
と
し
て
の

自
覚
と
必
要
な
知
識
、
勤
労
意
欲

を
高
め
て
も
ら
う
研
修
で
す
。

日
時　
３
月
19
日
㈬
・
21
日
㈮
午

前
8
時
50
分
〜
午
後
5
時
30
分

会
場　
藤
岡
商
工
会
議
所

対
象　
４
月
に
市
内
事
業
所
採
用

予
定
の
新
入
社
員

定
員

50
人（
事
業
所
単
位
で
先

着
順
）

参
加
料　
▽
藤
岡
労
働
基
準
協
会

会
員
＝
５
０
０
０
円
▽
非
会
員
＝

６
５
０
０
円（
資
料
代
・
食
事
代

な
ど
）

そ
の
他　
▽
労
働
安
全
衛
生
法
第

59
条
に
基
づ
い
た
研
修
会
で
す
▽

修
了
者
に
は
修
了
証
を
交
付
し
ま
す

申
し
込
み　
２
月
21
日
㈮
ま
で
に
、

所
定
の
申
込
用
紙
に
参
加
料
を
添

え
て
藤
岡
労
働
基
準
協
会（
藤
岡

商
工
会
議
所
内
）へ

問
い
合
わ
せ　
藤
岡
労
働
基
準
協

会（
藤
岡
商
工
会
議
所
内
☎
㉒
１

２
３
０
）・
商
業
観
光
課（
☎
40

２
３
１
８
）

市税などの納付は口座振替口座振替が便利です！

▷しののめ信用金庫　▷群馬銀行　▷東和銀行　▷ぐんまみらい信用組合（口座を開設した店舗のみ）
▷中央労働金庫　▷多野藤岡農業協同組合　▷群馬県信用組合　▷ゆうちょ銀行

利用できる金融機関

口座振替できる税目

▷市県民税（森林環境税を含む（普通徴収））▷固定資産税（都市計画税を含む）▷軽自動車税▷国民
健康保険税（普通徴収）
※介護保険料・後期高齢者医療保険料・市営住宅使用料・市営住宅駐車場使用料・浄化槽使用
料・奨学資金貸付返済金も口座振替できます

※市役所納税相談課・市内の金融機関窓口に設置してあります※市役所納税相談課・市内の金融機関窓口に設置してあります

口座振替依頼書口座振替依頼書※※

を記入・押印を記入・押印
金融機関の金融機関の
窓口へ提出窓口へ提出

口座振替開始口座振替開始
通知が届く！通知が届く！

口座振替の申し込みは３ステップ

納付忘れによる督促状送付や
延滞金発生が防げる！

自動引き落としだから、
納付の手間が省ける！

便利便利

納付忘れによる督促状送付や
安心安心

問い合わせ　納税相談課（☎402830）

都市計画変更原案の閲覧と公聴会
　都市計画の変更について、計画原案の閲覧と公聴会を行います。

都市計画原案　▷県原案＝藤岡都市計画区域区分の変更（市街化調整区域から市街化区域への変更）
　　　　　　　▷市原案＝藤岡都市計画用途地域の変更（工業専用地域への変更）・藤岡都市計画地区
　　　　　　　　計画の変更（西部工業団地（第３期）地区、藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）
　　　　　　　　北地区、藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）南地区の決定）
  原案の閲覧  
日時　２月14日㈮～28日㈮（土・日曜日、祝日を除く）午前８時30分～午後５時15分
場所　▷県原案＝県都市計画課・藤岡土木事務所・市都市計画課▷市原案＝市都市計画課
  公聴会（藤岡都市計画区域区分・用途地域の変更について）  
日時　３月13日㈭午後２時から順次開催
場所　市役所中庁舎
内容　公述人の意見発表（公述人がいない場合には、公聴会は開催しません）
公述人の受け付け　公聴会で意見の発表を希望する人は、２月28日㈮までに公述申出書（書式不問）に
　　　　　　　　　住所・氏名・年齢・職業・電話番号・原案に関する利害関係および意見の要旨（400
　　　　　　　　　字以内）を記載して、県原案は県都市計画課、市原案は市都市計画課へ提出してく
　　　　　　　　　ださい
公述人の選定　公述人は希望者の中から、県原案は県知事、市原案は市長が選定して本人に通知します
  意見書の提出  
　藤岡都市計画地区計画の変更について、意見を提出することができます。意見のある土地所有者な
どは、３月３日㈪～７日㈮に意見書（書式不問）に住所・氏名・意見を記載し、市都市計画課へ提出し
てください。
問い合わせ　▷県原案に関すること＝県都市計画課（☎027・226・3654）
　　　　　　▷市原案に関すること＝市都市計画課（☎402824）

宝
く
じ
の
助
成
金
で

整
備
を
実
施

Lラ
イ

ン

I
N
E
Pペ
イ
ay
で
の

市
税
な
ど
の
納
付
終
了

新
入
社
員
研
修
会

納
付
書
再
発
行
の

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

広報ふじおか　令和７年２月１日号21 広報ふじおか　令和７年２月１日号 20

そ
の
他

イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

講
座
・
教
室

ス
ポ
ー
ツ

募　
集

健
康
福
祉


